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摯室で分審査 iまこうしてねじ轟げられた 1

小沢一部裁判の原点・護機建設事件の審査を握当した

検察審査会メンバ…③告幾

今西憲之 (ジャーナリスト・)

第 3回

特捜検事の説明

分厚い資料を、悪戦苦闘して読み込んでいると、午前11時 になって、事件の捜査を担当した検事が

審査会に説明にやつてきた。東京地検特捜部の本村匡良検事である。西松建設事件と睦山会事件、

どちらも捜査の指揮を執つた。

本村検事は大柄で、強面だった。

「小沢さんに似たごつついEp象の方でした」(Aさ ん)

木村検事の説明は、1時間が予定されていた。最初の15分 ほど不起訴の理由の説明をした。

「捜査は適正に行われた。きちんと尽くしたが、起訴できなかつた」

淡々と、そんな説明に終始した。

だが、供述調書を読んだ審査員の中では、本当に捜査が尽くされたのか疑間を持つ空気があったと

いう。すでに他方の小沢ルート1ま 立件され、元秘書である大久保被告が起訴されていたことは誰もが

知っていた。なぜ二階ルートは駄目なのか。

木村検事はこう説明した。小沢ルートの場合、西松建設のダミー政治団体から直接、政治献金として

現金がきている。ところが、三階ルートでは、パーティ券の購入が焦点になつており、直接的な現金の

授受ではないことが、起訴に至らなかつた理由の一つだというのだ。

木村検事は、同じ西松建設元社長が、小沢ルートでは起訴だつたのに、こ階ルートにおし`て起訴猶

予とした意味は、あくまで「犯罪の事実はあるが、起訴するほどの必要性がない」ことであると強調し

た。

質疑に入ると、同じ点に質問が集中したという。

「捜査は尽くされたのか」

そう質問されると、本村検事は、

「国沢を起訴できるだけの材料はある。しかし、国沢はすでに小沢ルートで起訴されており、二階ルー

トで起訴したところで、量神|に影響しない」

「国沢を起訴すると、裁判所に来てもらうことで負担もかかる」

と、国沢元社長と検察の間で「裏取引」でもあるかのような話までしたというのだ。
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轟ゲインしてくださしヽ

G2サイトは会員登録 (無料)をしていただく

と、記事の全文をご覧いただけます。

会員の方はログインしてください。

会員登録の変更、退会等についてはこちら
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今西 憲 之

ジャーナリスト

1966年大阪府生まれ。ジャーナリスト。大阪を拠点に週刊

誌や月刊誌の取材を手力■する。著書に『 福島原発の真実

最高幹部の独自』、『私は無実です 検察と闘つた厚労省官

僚村木厚子の445日 』(と もに朝 日新聞出版 )、『無法回収』

(椎名麻紗枝との共著・講談社 )、『内部告発―権力者に弓

を弓1いた二人の男たち』(鹿砦社)ほか

□Ⅲ綺躍
G2_kodansha G2更 新しましたルポ 最晩年野村進(ノ

ンフィクションライター)unyun cOm/9kOXZmo

G2_kodansha G2更 新しました第14回「ヒップホップの

生地を歩く」新道有美 inyu‖ com/98fa8pa

G2kodansha G2更 新しました第3回「再上場」ALは 本
当に『離陸』できるのか」町田徹 lnYu‖ com/9zormZV

62_kodansha C2更 新しました第3回「『津波到達までの
1860秒』」小野―光 unyuH cOm/923kdFフ
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